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法制審答申を斬る！
冤罪救える法制度を作ろう

田岡直博
弁護士（香川県弁護士会）
法制審議会－刑事法（再審関係）部会幹事

１ なぜ、再審法改正が法制審に諮問されたのか

２ 再審関係部会では、どのような議論が行われたのか

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか

４ 法制審総会における裁決の結果は、どうなったか

５ いま、私達にできることは何か
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⑴ 四大死刑再審事件と日弁連による再審法改正運動（1977年改正案→1985年改正案）

⑵ 通常審の証拠開示規定の創設（2006年）と厚生労働省元局長事件（村木事件）（2010年）

⑶ 法務省による問題の先送り：新時代の刑事司法特別部会（2011年～2014年）→刑事手続協議

会・幹事会（2017年～2022年）→在り方協議会（2022年～）

⑷ 日弁連による再審証拠開示意見書（2019年）・再審法改正意見書（2023年改正案）の公表

⑸ 超党派議連の結成（2024年3月）と議連案の作成（2024年12月骨子案、2025年3月要綱案）

⑹ 法務大臣による法制審への諮問（諮問第129号）（2025年3月）

⑺ 野党六党による議員立法（議連案）の提出（第217回国会衆法第61号）（2025年6月）

１ なぜ、再審法改正が法制審に諮問されたのか
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１ なぜ、再審法改正が法制審に諮問されたのか

２ 再審関係部会では、どのような議論が行われたのか

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか

４ 法制審総会における裁決の結果は、どうなったか

５ いま、私達にできることは何か

⑴ 総会の開催と再審関係部会の設置：委員・幹事の人選（第1回）

⑵ ヒアリングの実施：えん罪被害者・弁護人＋被害者・元検察官・元裁判官（第2回及び第3回）

⑶  「論点整理（案）」 （14項目）の取りまとめ（第4回）

⑷ 「たたき台」改め「検討資料」（7項目）と３名意見書の提出（第13回→第16回）

⑸ 「試案」 （6項目）と修正案の提出（第13回試案→第16回修正案→第17回追加修正案→第18回修正案）

⑹ 仮想事例を用いた検討（第15回：証拠開示、第17回：調査手続）と附帯事項に対する修正意見の提出

（第16回提案→第17回追加提案→第18回修正意見）

⑺ 再審関係部会における裁決：反対３（鴨志田・村山・山本）（第18回）

２ 再審関係部会では、どのような議論が行われたのか
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鴨志田委員：（略）事の起こりは、複数のマスコミから「１２月５日の午後５時３０分より法務省

が事前のレクを行うことになったのだが」という問い合わせが私ども委員の方に来ました。それに

よれば、既に午後３時３０分頃には司法記者クラブにたたき台案と題する文書も送られているとい

うことでした。私たち委員、幹事に法務省からメールでたたき台案―今日では「今後の議論のため

の検討資料」というタイトルに変わっておりますが、そのことについては後に述べます―が送られ

たのは１７時３１分でした。記者レクの開始時刻とほぼ同じ時刻です。法務省が部会の構成員であ

る私たち委員、幹事よりも先にマスコミに資料を送り事前レクを行うというのは、異常な事態だと

思います。そして、送られたたたき台案については時期的、手続的、内容的に看過し難い重大な疑

義、問題点があると考えます。
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田岡幹事：（略）これは二巡目の議論を取りまとめたものとは認められないので、これを前提に三

巡目の議論を進めることは了承しかねる、もしこれをたたき台案として三巡目の議論を進めるとい

うのであれば、これは飽くまで事務当局の案であって、この部会における委員、幹事の了承を終え

たものではないということを明確にしていただきたいということをお伝えしました。その結果、名

称がたたき台案から検討資料に変更され、１枚目に注記として、事務当局が部会長の了承の下に作

成したものであるということが記載されるに至ったという経緯であったと認識しております。

このような経緯を踏まえますと、事務当局と本部会の役割及びそれぞれがどこまでの権限を持っ

ているのかということを明確にしておかないと、あたかもこの部会が事務当局案を単に承認するだ

けの「お飾り」のような位置付けになってしまっているのではないかという疑念を持たれかねず、

ひいては本部会の公正性、中立性及び専門性に疑義を持たれかねないのではないかと危惧します。
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鴨志田委員：（略）この「法務省事務当局試案」は、三巡目の議論のために法務省事務当局が作成

しマスコミに公表した「今後の議論のための検討資料」と題する第１３回会議での配布資料とほと

んど同じ内容です。ただ、両論併記になっていた論点のうち、再審請求審における検察官の保管す

る裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、再審請求審における裁判官の除斥・忌避及び再審請求手

続に関する費用補償制度については、一方の案を削除したという形になっています。また、再審開

始決定に対する不服申立てについては、項目自体が削除されています。三巡目の議論において私た

ち日弁連推薦の委員・幹事が求めた意見は全く採用されていません。再審請求の準備段階における

証拠の閲覧・謄写に関する規律、再審請求審及びその準備段階における国選弁護制度及び弁護人等

との接見交通に関する規律など、証拠開示や調査手続の前提となる制度についても全く取り入れら

れていません。また、今回の諮問第１２９号において検討対象として明示的に列挙された再審開始

決定に対する不服申立てに関する規律については、「法務省事務当局試案」には一切盛り込まれて

いません。
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私たちが第１３回会議で提出した意見書や、田岡幹事の発言でお示ししたこれまでの議論を適切

に反映したものとはなっていないばかりか、えん罪被害者の救済に逆行し、再審法の改悪になりか

ねない、この部会が事務当局案を単に承認するだけのお飾りのような位置付けになってしまってい

る、本部会の公正性、中立性及び専門性に疑義を持たれかねないという疑義、懸念が現実化したと

言わざるを得ません。

このような「法務省事務当局試案」の内容は、袴田事件を始めとする近年のえん罪無罪事例の示

す立法事実を無視し、これまでの議論を適切に反映したものとなっていないばかりか、えん罪被害

者の救済に逆行し、再審法の改悪になりかねないものです。なぜこのような立法事実を無視し、諮

問の趣旨に反して、再審開始決定及び再審無罪判決を出せないように制限し、迅速に再審請求を棄

却する再審法の改悪案が作成されたのかと考えるとき、私たちは当部会の議事運営を法務省事務当

局が主導していること自体に問題があることを指摘せざるを得ません。

鴨志田委員： （略）日弁連の委員・幹事の提案は、しばしば理論的課題を克服できていないという

理由で排斥されました。しかし、改正の必要を示す切実な立法事実が存在するとき、制度改革の実

現のために、立場を超えて理論的課題を克服するための議論を重ねるのが、本来の審議会の姿では

ないでしょうか。理論的課題を壁のように立ちはだからせ、改正の必要なしと結論付けるのは、議

論の在り方としては余りにも後ろ向きだと思います。また、本部会に対しては、多数の研究者、元

裁判官、地方議会、各地の弁護士会などから、議論の内容はもとより、部会の構成や議事の進め方

についても多数の意見が、批判や疑問も含めて寄せられましたが、今般の取りまとめに至るまで、

そのような外部の声に真摯に耳を傾けられることはなかったよう思います。広く国民に向けられる

重要な法律の改正に向けた議論の在り方として、この点には非常に疑問が残りました。
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村山委員： （略）「附帯事項」ということは、必ずしも法律ではありませんので、どこまで参照し

てもらえるのかということからすると、「附帯事項」に載ったから、それでいいんだということで

賛成できるかというと、そういう事柄ではないと私は思っています。

最後にもう一度申し上げたいのは、本当に誤った裁判でいわれのない処罰を受けている方を救済

しなければいけないという、これは本当に紛れもない正義だと思うんで、それが実現しやすいよう

な立法をしなければいけないということは明らかだと思うんですね。そのために、本当に今回の試

案が大きく前進するような改正になっているんでしょうか。私はそういうふうには思えない。

そのことが、これまでの議論の中でいろいろ教えてもいただきましたけれども、非常に強く不満

の残るところもあり、最後にこういうような意見表明をしなければいけないということ自体、非常

に私は悲しく思います。

田岡幹事： （略）このように、「取りまとめ（案）」は、証拠開示や再審開始決定に対する不服申

立てなどの重要な問題について、法律に規定を設けずに運用に委ねる案であるといえます。しかし、

裁判所も検察庁も従来の運用に問題があったという認識を表明しておりませんので、これでは法律

が改正されたとしても、適切な運用がなされる保証はありません。「第３ 附帯事項」には法的拘束

力はなく、文言も抽象的です。これによって、運用を担保することはできません。法律により義務

付けがなければ、運用の改善は期待できないと考えます。（略）

この会議は今日で終わると思いますが、刑事再審手続の検討、更には、通常審も含めた刑事手続

の検討には終わりはありません。これからもまたえん罪事件がおそらく生まれるでしょうし、再審

開始決定や再審無罪判決が出るだろうと思います。その際に、この部会における議論が参照されて、

改めてまた見直しが検討されることを期待したいと思います。
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１ なぜ、再審法改正が法制審に諮問されたのか

２ 再審関係部会では、どのような議論が行われたのか

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか

４ 法制審総会における裁決の結果は、どうなったか

５ いま、私達にできることは何か

⑴ 答申（取りまとめ）の構成

ア 調査審議の結果：要綱（骨子）案

イ 附帯事項

① 要綱記載の制度の運用事項

② 要綱に記載されなかった事項の運用事項

③ 今後の検討事項

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか
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⑵ 再審請求審における証拠の提出命令等（いわゆる証拠開示）

ア 証拠の提出命令

① 基本的枠組み：裁判所提出型（⇔直接開示型） ※再審請求人に閲覧権なし

② 要件その１：再審請求理由との関連性による限定

③ 要件その２：必要性・相当性による限定（積極要件）

イ 証拠及び標目一覧表の提示命令（⇔証拠一覧表）

ウ 目的外使用禁止

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか
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⑶ 再審請求審・再審公判における裁判官の除斥

ア 原判決関与裁判官の再審請求審からの除斥

イ 再審請求審関与裁判官の再審公判からの除斥

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか
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⑷ 調査手続・審判手続等（いわゆるスクリーニング規定）

ア 要件

① 法令上の方式違反（ア）

② 主張自体失当（ウ）

③ 理由がないことが明らか（エ）

イ 効果

① 意見聴取の省略＋証拠の提出命令・事実取調べの禁止

② 審理終結日・決定日の指定・通知＋手続の受継

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか
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⑸ 刑の執行停止時期の明確化と拘置の執行停止

⑹ 即時抗告等の期間の延長

⑺ 費用補償

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか
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⑻ 削除された事項

ア 再審開始決定に対する検察官の不服申立て（いわゆる検察官抗告）

イ 再審開始事由

ウ 国選弁護制度

エ 手続規定（期日の指定、事実取調の立会い・結果の通知、審理の公開等）

オ 刑の執行停止 など

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか

田岡幹事：（略）元々、川出委員は、再審開始決定に対する不服申立てを禁止あるいは廃止すべき

かについては、一律にこれを禁止することは相当でないという御発言をしておられました。一律に

という以上は、当然、検察官が不服申立てをすべきではない事件と不服申立てをすべき事件がある

という認識を前提にしておられるのだと思います。 例えば、福井事件における第一次再審請求審の

再審開始決定に対する不服申立ては、これは適切な不服申立てであったと、慎重かつ十分な検討を

行った上でなされたものだったと、今でも認識しておられるのでしょうか。そうだとすれば、この

認識は、私どもとは決定的に異なっておりまして、このような不服申立てが今後もなされるという

のであれば、これは諮問に沿った回答にはなっていないといわざるを得ないと思います。
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玉本幹事（法務省）：（略）現状の一般的な評価については様々な考え方があり得るものの、今後

の権限行使の在り方として、より慎重かつ十分な検討が確実に尽くされることが重要であるという

ことについては、認識が共有されていると考えられましたので、その限度でこういった記載を御提

案させていただいているところです。

田岡幹事：ただいまの玉本幹事の御発言をそのまま附帯事項に盛り込むと、当部会における議論を

踏まえて、より慎重かつ十分な検討を確実に行うと、このように書くことが適切ではないでしょう

か。

玉本幹事（法務省） ： 御提案のように「より」と書きますと、それは現状に問題があることを前提

とする記載ではないかという理解もあろうかと思いますので、事務当局としてはこのような記載ぶ

りを御提案しているものです。

鴨志田委員：（略）最後になりますが、検察官の不服申立ての論点については、是非とも取りまと

めにも両論併記をしていただきたいと思います。（略）

田岡幹事：私は、両論併記にすべきかと考えております。

大澤部会長：採決すべきとおっしゃった趣旨は、両論併記にすべきかどうかについて採決すべきと

いうことでしょうか。

田岡幹事：そうです。

大澤部会長：だから、そういう動議を後ほど出されるということでしょうか。

田岡幹事：私は、幹事なので、そういう動議が出せるのかどうか分からないんですが、賛否の数を

問題にするのであれば、少なくとも委員の皆様の意見を聞くべきで、私はその数に入りませんけれ

ども、今の時点で拮抗しているかしていないかは分からないのではないでしょうか。議論を踏まえ

て、改めて、今この段階における意思を確認するのが筋であると思います。

45

46



2026/3/26

24

この部会の構成員のメンバーを見ますと、研究者と法曹三者しかおりません。（略）当部会の役割

というのは、刑事法の専門家、あるいは実務家の観点から、理論的・実務的な課題を解明すること

にあるわけですが、その課題を踏まえた上で、両論あり得る場合には、一般有識者の方も含めて法

制審議会総会において最終的な答申を取りまとめることが期待されているわけですので、部会の案

がそのまま何か総会で取りまとめられることを前提とするような諮問に対する意見というのは、そ

もそも適切ではないのではないでしょうか。この部会においては、理論的・実務的な観点から検討

を行った結果、両論あったというのであれば、その両論あったことを総会に報告し、総会において

決めていただければよいのではないかと思います。

大澤部会長：今の両論併記の点につきましては、いただいた御意見も踏まえて考えますところ、一

つの結論を定めて採決するというのが、これまでの慣例でもありましたようですので、部会長とし

ては、そのように進めさせていただきたいと考えておりますがよろしいでしょうか。

１ なぜ、再審法改正が法制審に諮問されたのか

２ 再審関係部会では、どのような議論が行われたのか

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか

４ 法制審総会における裁決の結果は、どうなったか

５ いま、私達にできることは何か
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⑴ 裁判官６３名声明、研究者１３５名声明、研究者４名意見書、新聞協会声明

⑵ 総会における採決：反対４（毛利・河村・冨所・早稲田）、棄権１（芳野）（2026年2月）

４ 法制審総会における裁決の結果は、どうなったか
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芳野委員（連合）：１点目は、証拠の提出命令制度の新設についてです。（略）提出命令の要件と

して、審判開始決定をした裁判所は、再審請求理由に関連する証拠であって提出を受ける必要性の

程度、弊害の内容・程度を考慮し、相当と認めるときに限定されたことに対し、えん罪被害者や弁

護士、報道関係者のみならず刑事法研究者、現役裁判官、元裁判官からも、再審の門戸を狭めかね

ないとの懸念が示されたと承知をしております。

２点目は、再審開始決定に対する検察官の抗告禁止見送りについて触れたいと思います。再審開始

決定に対する検察による抗告は、えん罪被害者救済までの期間が長期化する大きな要因の一つであ

るため、禁止すべきと指摘されてきたと承知しておりますが、要綱（骨子）に記載されませんでし

た。（略）そもそも附帯事項の表現では、現状の運用と何も変わらないことが懸念されます。

河村委員（主婦連）：衆議院解散前の数字ですけれども、国会議員の過半数を超える議員が加盟す

る議員連盟が、限定のない証拠開示と検察官抗告の禁止などを内容とする法案を国会に提出した事

実もございます。（略）このように、国民の声を代表する議会や国会も、証拠開示を広く認めるこ

と、検察官抗告を禁止することに賛同しており、このような改正を実現することでえん罪被害者の

速やかな救済を実現することを求めているといえます。えん罪被害者を確実に救済するための再審

法改正という原点に立ち返ると、本答申案は多くの国民の声に応える内容となっているとは言えず、

不十分と言わざるを得ません。
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冨所委員（読売新聞） ：（略）証拠開示の目的外使用に関する罰則の創設です。これについては日

本新聞協会が反対の声明を出していますし、私も報道に携わる立場から大変懸念を抱いております。

静岡の一家四人殺害事件の再審請求審では、検察が開示した５点の衣類のカラー写真を弁護側が支

援者らに共有して実験が行われ、それが報道もされて、結果的に袴田さんの再審無罪につながりま

した。こうした情報開示に罰則が設けられれば、再審請求者や弁護士を萎縮させるだけでなく、十

分な報道ができなくなりかねません。特に、再審請求審は通常審と異なり非公開で行われています。

裁判は非公開、証拠開示には罰則となれば、国民の知る権利への悪影響は看過できないと考えます。

早稲田委員（日弁連）：国会ではえん罪被害者の再審法改正を早期に実現する議員連盟が、先ほど

の衆議院解散前では３７１名の議員連盟の精力的な活動もあって、昨年の通常国会に議員立法案が

提出されました。その提出理由を見ると、再審制度によってえん罪の被害者を適切かつ迅速に救済

し、その基本的人権の保障を全うするとあり、えん罪被害者の救済という目的を明確に打ち出して

います。そして、内容的にも、証拠開示については再審請求理由におよそ関連しない証拠を除き幅

広く開示を命じることとしておりますし、証拠開示事請求の手掛かりが得られるよう、送致書類等

目録、いわゆる証拠リストも開示対象とされております。再審開始決定に対する検察官の不服申立

てについては、一律に廃止することとしております。これらの点については、答申案よりも議員立

法案の方がはるかに優れているといえます。
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毛利委員（京都大学教授）： （略）憲法３７条１項が被告人の公開裁判を受ける権利を保障し、さ

らに、憲法８２条１項は、裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行うと規定し、同条２項がこの

裁判の公開の例外を厳しく限定しているのも周知のとおりです。憲法は、裁判当事者の活動が非当

事者である一般市民の批判的な評価にさらされながら行われることによってこそ裁判の公正が確保

できるという考え方に立ち、裁判の公開を非常に重視しているといえます。（略）

私としては、再審請求に対して再審開始決定がなされれば直ちに同一の裁判所で再審公判に移行す

ることとし、上訴の機会はその判決に対して保障するという制度の方が、裁判の公開を非常に重視

している憲法の趣旨に沿うのではないかと考えざるを得ません。

１ なぜ、再審法改正が法制審に諮問されたのか

２ 再審関係部会では、どのような議論が行われたのか

３ 再審関係部会の答申は、どのようなものか

４ 法制審総会における裁決の結果は、どうなったか

５ いま、私達にできることは何か
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⑴ 2.25院内集会（日野町事件特別抗告棄却決定）と2.26議連総会

⑵ 第221回国会（特別会）予算委員会における質疑と高市首相の答弁

⑶ 与党の党内審査と議員立法提出の見通し

⑷ えん罪被害者を救済する再審制度

⑸ そもそも、冤罪を生まない刑事司法制度（捜査・第一審・上訴審）

５ いま、私達にできることは何か

ご静聴いただき、

ありがとうございました。
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